
 

船舶事故等調査報告書 

平成２４年５月３１日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１長第９５号 

事故等種類 衝突（標識柱） 

発生日時 平成２３年８月９日 ０４時００分ごろ 

発生場所 福岡県柳川市塩塚川河口沖 

柳川市所在の塩塚川口南灯台から真方位２４０°１,３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°０５.４′ 東経１３０°２２.６′） 

事故等調査の経過  平成２３年１０月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第八開成
かいせい

丸、１９トン 

   ２９５－３７２４２熊本、有限会社天草海洋 

Ｂ 土運船 全開
ぜんかい

８号、長さ約４８ｍ（８００㎥積み） 

   なし、富士海事工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷推進器翼破損 

Ｂ なし 

標識柱 倒壊 

 事故等の経過  Ａ船は、塩塚川河口沖においてＢ船にえい
．．

航索をとってえい
．．

航を開始

し、のり養殖区画の水路を示す２本の標識柱の間に向けるために右転中、

えい
．．

航索を左舷推進器に巻き込んだので船長がえい
．．

航索を切断した。 

船長は、右舵をとって右舷主機を低速前進とし、巻き込んだえい
．．

航索を

外すことに気を取られ、左舷主機を繰り返し前後進操作していたところ、

Ａ船が右転を続け、平成２３年８月９日０４時００分ごろＡ船の左舷船首

部のタイヤフェンダーが北側のコンクリート製標識柱に衝突した。 

 Ａ船は、その後、左舷推進器からえい
．．

航索が外れたので、船舶所有会社

に事故発生を連絡したのち、Ｂ船にえい
．．

航索をとり直してえい
．．

航を再開し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約１m/s 

海象：潮汐 高潮時、潮流 北流 

日出時刻：０５時３７分 

 その他の事項  標識柱に灯火の設備はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、塩塚川河口沖においてＢ船をえい
．．

航し

て右転中、船長が、左舷推進器に巻き込んだえい
．．

航索を外す作業に注意を向けていたことから、標

識柱に向けて航行していることに気付かず、船首

部のフェンダーが標識柱に衝突したものと考えら



 

れる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、塩塚川河口沖においてＢ船をえい
．．

航して右転

中、船長が、左舷推進器に巻き込んだえい
．．

航索を外す作業に注意を向けて

いたため、標識柱に向けて航行していることに気付かず、船首部のフェン

ダーが標識柱に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

・旋回時などえい
．．

航索がたるんだ状態のときには、えい
．．

航索を推進器に

巻き込まないよう注意すること。 

 




